
③企業認定の
申請

④企業を認定
（有効期限１年）

・経営安定に対する助言
・補助金等の支援事業の紹介

⑥「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格認定証明書交付申請

①支援内容・審査期間
等について協議

国家戦略特区

内閣府・法務省 地方出入国在留管理局

関係自治体

外国人エンジニア

②内閣総理大臣による
区域計画の認定

○外国人エンジニアの
要件

自治体による認定を受けた企
業において、外国人エンジニ
アとして就労する予定であり、
要綱等で定める要件を満た
すもの

※ 外国人エンジニアを解雇した場合の措置
・ 企業は、解雇した外国人に対して、当該外国人が帰国すべき状況にあるときは、帰国指導を行う（認定企業が応じない場合は、関係自治体から外国人に対して直接帰国指導を行う）
・ 外国人エンジニアの責めに帰すべき事由によらず解雇等を行った場合や外国人エンジニアのやむを得ない理由により帰国旅費を支弁できない場合には、企業が帰国旅費を負担する 等

外国人エンジニア就労促進事業 制度概要

⑤関係資料を
回付

採用や解雇（※）
等に関する報告

入管法違反等が
あった場合の報告

⑦在留資格認定
証明書交付

雇用する企業（自治体の認定を受けた企業）

⑧採用

○雇用する企業の要件
・関係自治体に事業所が所在

していること
・経営状態が安定していること

等


